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食
品
安
全
基
本
法
案
骨
子
（
案
）

一

名
称
食
品
安
全
基
本
法
（
仮
称
）

二

目
的
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
し
、
基
本
理
念
及
び
施
策
の
策
定
に
係
る
基
本
方
針
等

を
定
め
、
並
び
に
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
食
品
関
連
事
業
者
の
責
務
並
び
に
消
費
者

の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
を
総
合
的
に
推
進
す

る
こ
と

三

基
本
理
念

①

国
民
の
健
康
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
認
識
の
下
に
食

品
の
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と

②

食
品
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
食
品
供
給
行
程
（
農
林
水
産
物

の
生
産
か
ら
食
品
の
販
売
に
至
る
一
連
の
食
品
供
給
の
行
程
）
の
各
段
階
に
お
い
て

適
切
に
講
じ
ら
れ
る
こ
と

③

食
品
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す

る
国
際
的
動
向
及
び
国
民
の
意
見
の
反
映
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
科
学
的
知
見
に
基
づ

い
て
講
じ
ら
れ
る
こ
と

四

責
務
及
び
役
割

（
一
）
国
の
責
務

基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策

定
し
、
及
び
実
施
す
る

（
二
）
地
方
公
共
団
体
の
責
務

基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
し
、
国
と
の
適
切
な
役
割

分
担
を
踏
ま
え
て
、
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る

（
三
）
食
品
関
連
事
業
者
の
責
務
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①

基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
自
ら
が
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
つ
い
て
第
一
義
的

責
任
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
食
品
供
給
行
程
の
各
段
階
に
お
い
て
適
切
に
講
ず
る

②

基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
正
確
か
つ
適
切
な
情
報
の
提
供
に
努
め
る

③

基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が

実
施
す
る
施
策
に
協
力
す
る

（
四
）
消
費
者
の
役
割

食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
知
識
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
食
品
の
安

全
性
の
確
保
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
意
見
を
表
明
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す

五

施
策
の
策
定
に
係
る
基
本
方
針

①

食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
措
置
が
講

じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

イ

食
品
健
康
影
響
評
価
の
実
施

ⅰ

食
品
健
康
影
響
評
価
（
人
の
健
康
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
生
物

学
的
、
化
学
的
若
し
く
は
物
理
的
な
要
因
又
は
状
態
で
あ
っ
て
、
食
品
に
含
ま

れ
、
又
は
食
品
が
置
か
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
当
該
食
品
を
摂
取
す
る
こ

と
に
よ
り
人
の
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
評
価
）
を
原
則
と
し
て
実
施

ⅱ

人
の
健
康
に
悪
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
防
止
し
、
又
は
抑
制
す
る
た
め
緊
急
を

要
す
る
場
合
は
、
施
策
を
暫
定
的
に
策
定
し
た
後
に
お
い
て
、
遅
滞
な
く
、
食

品
健
康
影
響
評
価
を
実
施

ⅲ

食
品
健
康
影
響
評
価
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
到
達
さ
れ
て
い
る
水
準
の
科

学
的
知
見
に
基
づ
い
て
、
客
観
的
か
つ
中
立
公
正
に
実
施

ロ

国
民
の
食
生
活
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
食
品
健
康
影

響
評
価
が
行
わ
れ
た
と
き
は
そ
の
結
果
に
基
づ
い
た
施
策
の
策
定

ハ

施
策
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
施
策
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
付
与
そ

の
他
の
関
係
者
相
互
間
の
情
報
及
び
意
見
の
交
換
の
促
進
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②

食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
措
置
が
講

じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

イ

緊
急
の
事
態
へ
の
対
処
及
び
当
該
事
態
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
体
制
の
整
備

等
ロ

関
係
行
政
機
関
の
相
互
の
密
接
な
連
携
の
下
で
の
施
策
の
策
定

ハ

試
験
研
究
の
体
制
の
整
備
、
研
究
開
発
の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
、
研
究

者
の
養
成
等

ニ

食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
内
外
の
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
活
用
等

ホ

食
品
の
表
示
の
制
度
の
適
切
な
運
用
の
確
保
そ
の
他
食
品
に
関
す
る
情
報
を
正

確
に
伝
達
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

ヘ

教
育
及
び
学
習
の
振
興
並
び
に
広
報
活
動
の
充
実
に
よ
り
国
民
が
食
品
の
安
全

性
の
確
保
に
関
す
る
知
識
と
理
解
を
深
め
る
た
め
に
必
要
な
措
置

ト

施
策
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
配
慮
し
た
施
策
の
策
定

六

措
置
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項

①

政
府
は
、
五
の
基
本
方
針
に
よ
り
講
ぜ
ら
れ
る
措
置
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事

項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

②

内
閣
総
理
大
臣
は
、
食
品
安
全
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
基
本
的
事
項
の
案
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

七

食
品
安
全
委
員
会

（
一
）
設
置
食
品
安
全
委
員
会
（
仮
称
）
を
内
閣
府
に
設
置
す
る
こ
と

（
二
）
所
掌
事
務

①

六
の
基
本
的
事
項
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
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②

関
係
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
又
は
自
ら
食
品
健
康
影
響
評
価
を
実
施

③

食
品
健
康
影
響
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
べ
き
施
策
に
つ
い
て
関
係
大
臣
に

勧
告

④

食
品
健
康
影
響
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
状
況
を
監
視
し
、
必
要
が

あ
る
と
き
は
関
係
大
臣
に
勧
告

⑤

食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
必
要
が

あ
る
と
き
は
関
係
行
政
機
関
の
長
に
意
見
を
述
べ
る

⑥

食
品
健
康
影
響
評
価
等
に
必
要
な
調
査
研
究
の
実
施

⑦

食
品
健
康
影
響
評
価
等
に
つ
い
て
関
係
者
相
互
間
の
情
報
・
意
見
を
交
換

⑧

食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
関
係
者
相
互
間
の
情
報
・
意
見
の
交
換
に
関

す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整

（
三
）
資
料
提
出
の
要
求
等

委
員
会
は
、
所
掌
事
務
の
遂
行
の
た
め
、
関
係
行
政
機
関
に
資
料
の
提
出
等
必
要

な
協
力
を
求
め
る
ほ
か
、
関
係
機
関
等
に
対
し
必
要
な
調
査
委
託
や
緊
急
時
に
調
査

等
を
要
請
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と

（
四
）
組
織
等

①

委
員
会
は
委
員
七
人
で
組
織
、
う
ち
三
人
は
非
常
勤
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

②

委
員
は
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か

ら
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命

③

委
員
の
任
期
は
三
年
で
、
再
任
で
き
る

④

委
員
長
は
互
選
で
常
勤
の
委
員
か
ら
選
出

⑤

委
員
会
に
専
門
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
専
門
委
員
を
設
置
で
き
る

⑥

委
員
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
委
員
会
に
事
務
局
を
設
置
等

八

施
行
期
日
等

（
一
）
施
行
期
日

公
布
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と

（
二
）
関
係
法
律
の
改
正

内
閣
府
設
置
法
等
関
係
法
律
に
つ
き
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と


